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櫻
井
治
男

明
治
維
新
期
に
お
け
る
神
仏
分
離
と
地
域
神
社

研
究
ノ
ー
ト

1
．
戦
後
の
神
社
研
究
の
動
向

　戦
後
の
神
社
研
究
の
傾
向
を
概
観
す
る
と
、
従
前
の
歴
史
的
研
究
が
深
化
さ
れ
る

一
方
で
、
そ
の
対
象
や
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
法
に
お
い
て
か
な
り
の
広
が
り
が
見
ら
れ

る
。
い
ま
試
み
に
ま
と
め
て
み
る
と
次
の
四
点
と
し
て
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

　
　①

研
究
対
象
と
し
て
の
神
社
の
時
間
的
広
が
り

　
　②

研
究
対
象
と
し
て
の
神
社
の
空
間
的
な
広
が
り

　
　③

研
究
対
象
と
し
て
の
神
社
の
性
格
的
広
が
り

　
　④

新
た
な
研
究
視
角
と
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
広
が
り

　①
の
特
徴
は
、
い
わ
ゆ
る
「
古
社
」
と
さ
れ
た
特
定
の
神
社
か
ら
、
近
代
創
建
の

神
社
へ
と
関
心
が
拡
大
さ
れ
、
創
建
の
経
緯
や
事
情
・
意
図
な
ど
に
つ
い
て
日
本
近

代
の
社
会
的
・
政
治
的
諸
情
勢
と
の
関
連
に
お
い
て
分
析
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
ま
た
、
そ
こ
に
は
国
内
外
の
都
市
整
備
計
画
と
の
問
題
と
か
ら
め
た
議
論

も
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　②
は
、
国
内
に
お
い
て
北
海
道
及
び
南
島
地
域
の
神
社
、
ま
た
国
外
で
は
「
海
外

神
社
」
と
し
て
、
例
え
ば
ハ
ワ
イ
に
お
け
る
日
本
人
の
移
住
や
日
本
の
植
民
地
政
策

の
問
題
と
連
動
す
る
朝
鮮
・
台
湾
・
樺
太
・
千
島
・
北
方
領
土
・
満
州
・
南
洋
地
域

な
ど
空
間
的
な
広
が
り
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
①
と
も
関
連
す
る
が
、
い
わ
ば
国

策
的
な
か
か
わ
り
を
持
つ
神
社
を
は
じ
め
居
留
地
域
で
の
神
社
奉
斎
の
様
相
な
ど

が
、
資
料
発
掘
と
と
も
に
進
め
ら
れ
て
き
て
い
る
。

　③
に
つ
い
て
は
、
④
の
研
究
視
点
や
研
究
の
方
法
と
も
か
か
わ
る
が
、
地
域
神
社

や
特
有
の
機
能
に
か
か
る
神
社
へ
と
対
象
が
広
げ
ら
れ
、
奉
斎
主
旨
・
経
緯
を
分
布

論
的
な
観
点
か
ら
把
握
す
る
よ
う
な
試
み
や
、
祭
神
に
つ
い
て
は
「
義
人
」
と
か
歴

史
上
の
著
名
な
人
物
を
ま
つ
る
神
社
、
祭
祀
形
態
に
つ
い
て
は
そ
の
構
造
論
的
な
研

究
な
ど
、
信
仰
・
崇
敬
主
体
に
つ
い
て
い
わ
ゆ
る
朝
廷
・
武
門
・
武
将
な
ど
の
権
勢

か
ら
の
尊
崇
の
あ
り
方
中
心
か
ら
一
般
の
人
々
の
信
仰
の
あ
り
方
と
の
関
係
を
問
う

内
容
、
そ
し
て
制
度
面
で
は
近
代
の
神
社
制
度
と
の
か
か
わ
り
へ
と
目
が
向
け
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。

　そ
し
て
、
④
は
研
究
対
象
を
広
げ
る
上
で
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
諸
学
領
域
か
ら
の

ア
プ
ロ
ー
チ
で
、
考
古
学
や
民
俗
学
は
も
と
よ
り
、
社
会
学
・
宗
教
学
・
文
化
人
類

学
・
建
築
学
・
環
境
学
等
か
ら
の
照
射
が
研
究
内
容
を
豊
富
に
し
て
き
た
こ
と
が
あ

げ
ら
れ
よ
う
。

　こ
う
し
た
研
究
の
進
展
に
か
か
わ
る
事
柄
と
し
て
、
社
務
日
誌
・
神
職
日
記
・
行
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政
資
料
・
地
方
資
料
・
海
外
資
料
等
の
新
た
な
資
料
の
発
掘
や
そ
の
紹
介
が
進
ん
で

き
た
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

2
．
神
仏
分
離
と
地
域
神
社

　明
治
維
新
期
の
神
仏
分
離
に
つ
い
て
は
、
そ
の
意
図
や
神
仏
分
離
と
廃
仏
毀
釈
と

の
関
係
を
は
じ
め
と
し
て
、
施
策
が
と
ら
れ
る
以
前
の
習
合
形
態
な
ど
、
こ
れ
ま
で

に
も
多
く
の
研
究
が
進
め
ら
れ
、『
明
治
維
新
神
仏
分
離
史
料
』
の
よ
う
な
資
料
集

の
刊
行
も
み
て
い
る
。
ま
た
、
自
治
体
史
（
誌
）
に
お
い
て
も
こ
の
問
題
に
つ
い
て

ふ
れ
る
こ
と
が
な
い
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ

の
多
く
は
神
仏
分
離
と
廃
寺
の
一
覧
掲
出
に
と
ど
ま
っ
た
り
、
特
に
神
仏
分
離
の
激

し
か
っ
た
寺
社
の
記
述
や
神
葬
祭
化
と
の
一
連
の
流
れ
に
お
い
て
平
板
的
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
こ
と
も
多
い
。

　こ
れ
に
つ
い
て
の
筆
者
の
問
題
関
心
は
、
村
落
レ
ベ
ル
で
の
神
仏
関
係
が
ど
の
よ

う
な
状
況
で
あ
り
、
そ
の
後
の
宗
教
状
況
に
い
か
な
る
変
化
を
及
ぼ
し
た
の
か
、
分

離
政
策
が
村
落
神
社
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
と
い
う
点
を
、
今

日
に
至
る
状
況
も
含
め
て
実
態
的
に
捉
え
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　そ
の
一
斑
と
し
て
、
か
つ
て
明
治
初
年
に
お
け
る
神
社
調
書
を
資
料
と
し
て
、
社

名
・
祭
神
・
社
人
な
ど
の
点
に
お
い
て
神
仏
分
離
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
、
そ
れ
が

近
代
以
降
の
「
神
社
」
概
念
の
形
成
と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題

に
つ
い
て
分
析
を
試
み
た
こ
と
が
あ
る
が
（「
明
治
初
年
の
神
社
調
査
期
に
お
け
る

地
域
神
社
の
様
相
―
明
治
四
年
鳥
羽
藩
『
神
社
取
調
』
の
分
析
か
ら
」『
神
社
本
庁

教
学
研
究
所
紀
要
』
第
二
号
、
平
成
九
年
三
月
）、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
の
分
析
研

究
は
、
更
に
進
め
る
必
要
が
あ
る
こ
と
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
実
際
に
地

域
神
社
の
調
査
研
究
を
進
め
て
い
る
と
、
な
お
神
仏
関
係
が
村
落
レ
ベ
ル
で
は
「
共

存
」
の
状
況
が
あ
り
、
そ
れ
を
神
仏
分
離
の
未
徹
底
と
か
、
あ
る
い
は
神
仏
関
係
が

錯
綜
し
て
お
り
「
習
合
」
形
態
が
残
存
し
て
い
る
と
簡
単
に
は
片
付
け
ら
れ
な
い
よ

う
に
思
う
か
ら
で
あ
る
。

　神
仏
分
離
の
様
相
は
、
個
別
の
社
寺
ご
と
に
異
な
っ
て
い
よ
う
し
、
ま
た
地
域
の

状
況
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
問
題
を
扱
う
上
で
は
、
具

体
的
に
諸
事
例
と
り
あ
げ
分
析
を
加
え
、
そ
れ
ら
を
相
互
比
較
し
な
が
ら
、
神
仏
関

係
論
を
展
開
す
る
こ
と
も
必
要
な
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
た
だ
し
、
筆
者
の

こ
れ
ま
で
の
地
域
神
社
を
対
象
と
し
た
研
究
（『
蘇
る
ム
ラ
の
神
々
』
大
明
堂
、
平

成
四
年
）
は
、
明
治
末
期
の
神
社
整
理
と
祭
り
の
変
容
に
つ
い
て
焦
点
を
あ
て
地
域

共
同
体
に
お
け
る
神
社
の
性
格
を
考
察
す
る
こ
と
が
主
で
あ
り
、
そ
の
関
係
で
明
治

初
期
の
「
神
社
」
調
査
に
目
を
向
け
る
に
と
ど
ま
り
、
村
落
の
社
会
生
活
に
お
け
る

地
域
住
民
の
神
仏
関
係
の
意
識
、
そ
の
受
け
止
め
方
と
い
う
点
で
は
充
分
な
検
討
を

加
え
て
き
て
お
ら
ず
、
そ
の
分
析
枠
も
確
た
る
も
の
を
設
定
は
し
て
い
な
い
が
、
今

後
の
作
業
と
し
て
は
、
お
よ
そ
次
の
三
点
に
着
目
し
て
行
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う

と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
ら
は
、

1
、
明
治
初
年
の
「
神
仏
分
離
」
が
地
域
神
社
、
具
体
的
に
は
ム
ラ
氏
神
と
称
さ

れ
る
よ
う
な
神
社
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
影
響
が
及
ん
だ
の
か
を
新
政
府
か

ら
の
指
令
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
「
神
社
調
書
」
類
か
ら
分
析
し
て
み
る
こ
と
。

2
、
こ
れ
ら
神
社
に
お
け
る
祭
祀
、
祭
り
に
ど
の
よ
う
な
影
響
関
係
が
及
ん
で
い

る
か
。

3
、「
神
仏
分
離
」
政
策
に
関
連
し
て
、
神
葬
祭
化
の
問
題
を
関
係
づ
け
て
論
じ

ら
れ
る
が
、
死
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
は
、
実
際
の
村
落
生
活
に
お
い
て
は
な

お
多
く
は
「
神
社
」
と
「
寺
院
」、
も
し
く
は
神
職
と
僧
侶
の
役
割
分
担
が
続

い
て
お
り
、
こ
の
分
担
意
識
の
意
味
す
る
こ
と
な
ど
を
通
し
て
、
共
同
体
の
メ

ン
バ
ー
と
し
て
「
生
き
る
こ
と
」
と
「
死
ぬ
こ
と
」
と
は
何
か
、
さ
ら
に
社
会

に
お
け
る
生
と
死
と
い
う
問
題
を
考
え
る
。

と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

3
．
三
重
県
伊
賀
市（
旧
阿
山
郡
阿
山
町
）の
社
寺

　実
際
に
村
落
レ
ベ
ル
で
の
調
査
研
究
に
赴
く
と
、
興
味
深
い
場
面
に
遭
遇
す
る
こ
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と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
こ
こ
で
二
枚
の
写
真
を
提
示
し
考
え
て
み
た
い
。
一
枚
目
は
、

伊
賀
市
の
中
友
田
（
旧
鞆
田
村
）
で
み
か
け
た
様
子
で
あ
る
。
集
落
内
を
通
る
道
路

に
、
三
柱
の
社
号
・
寺
号
標
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。
中
央
の
そ
れ
に
は
、「
鞆
田
神

社
」
と
刻
ま
れ
背
後
に
石
の
鳥
居
が
あ
り
、
こ
こ
が
神
社
の
入
口
で
あ
る
こ
と
が
明

示
さ
れ
て
い
る
。
鳥
居
を
潜
り
ぬ
け
る
と
神
社
へ
至
る
参
道
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
そ
の
左
手
に
「
真
言
宗
豊
山
派

　朝
日
山

　宝
光
院
」
と
の
寺
号
標
が
建
て

ら
れ
、
鳥
居
の
脇
を
進
む
と
寺
へ
行
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
寺
と
神

社
の
参
道
は
共
有
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
右
手
に
目
を
や
る
と
「
浄
土
宗

　久
松

山

　清
林
寺
」
と
の
寺
号
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
墓
石
と
寺
院
の
建
物
が
見
え
る
。
い

ま
詳
細
に
こ
れ
ら
の
状
況
を
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
宝
光
院
と
鞆
田
神
社
は

隣
接
し
て
本
堂
と
本
殿
と
が
建
ち
並
び
、
清
林
寺
は
そ
れ
ら
と
は
は
な
れ
た
位
置
に

あ
る
こ
と
に
な
り
、
三
か
所
の
入
口
が
あ
い
並
ん
で
併
存
す
る
と
い
う
姿
を
示
し
て

い
る
。
後
者
の
寺
院
は
村
人
の
死
と
か
か
わ
り
あ
う
（
葬
祭
）
の
で
あ
る
が
、
三
か

所
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
お
い
て
村
の
生
活
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
の
役
割
を
果
た

し
て
い
る
の
か
、
ま
た
神
仏
関
係
を
探
る
上
で
は
興
味
深
い
現
象
を
示
し
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。

　二
枚
目
の
写
真
は
、
伊
賀
市
玉
滝
（
旧
玉
瀧
村
）
の
様
相
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
玉

瀧
神
社
に
隣
接
し
て
真
言
宗
豊
山
派
の
普
賢
院
が
あ
る
様
相
を
示
し
て
い
る
。
前
述

の
中
友
田
に
お
け
る
鞆
田
神
社
と
宝
光
院
と
同
様
の
配
置
関
係
で
あ
る
。
玉
滝
に
お

い
て
は
も
う
一
か
寺
あ
り
、
こ
こ
は
臨
済
宗
大
徳
寺
派
玉
瀧
寺
と
称
し
、
村
人
の
葬

祭
の
場
は
こ
こ
で
あ
る
。

　あ
る
一
部
分
だ
け
を
切
り
取
っ
て
示
す
の
は
誤
解
を
招
く

か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
両
村
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
神

社
が
一
か
所
、
寺
院
が
二
か
所
あ
り
、
そ
の
う
ち
一
か
寺
は

葬
祭
を
行
う
施
設
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
わ
け
で
あ

る
。　玉

滝
地
域
で
は
、
明
治
以
降
に
葬
儀
の
方
式
を
神
葬
祭
に

変
更
し
た
家
も
か
な
り
あ
り
、
こ
う
し
た
問
題
を
含
め
て
、

検
討
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

4
．
三
重
県
伊
勢
市
に
お
け
る
神
仏
分
離

　伊
勢
市
は
、
近
世
日
本
最
大
の
巡
礼
セ
ン
タ
ー
と
い
わ
れ

る
（
西
山
克
『
道
者
と
地
下
人
』
一
九
八
二
年
、
吉
川
弘
文

館
）
が
、
伊
勢
神
宮
の
外
宮
と
内
宮
を
中
心
に
発
展
し
て
き

た
門
前
町
で
あ
る
。「
門
前
町
」
で
は
な
く
「
鳥
居
前
町
」

と
も
称
さ
れ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
社
家
（
累
代
神
社
へ
の
奉
仕

を
家
職
と
す
る
）
の
み
が
居
住
空
間
を
構
成
す
る
町
で
は
な

伊賀市阿山町玉滝

玉瀧神社（旧豊田神社）
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く
、
近
世
期
は
内
部
的
に
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
現
象
の
存
在
し
て
い
た
宗
教
都
市
と
し

て
捉
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　外
宮
の
鎮
座
す
る
地
域
を
「
山
田
」
と
い
い
、
内
宮
の
鎮
座
す
る
地
域
を
「
宇

治
」
と
称
し
、
こ
の
地
で
の
交
易
・
物
流
活
動
を
支
え
て
き
た
「
河
崎
」、
さ
ら
に

は
港
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
き
た
「
神
社
（
か
み
や
し
ろ
）」「
大
湊
」
を
含
め

て
捉
え
る
視
点
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
現
在
は
伊
勢
市
と
称
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は

昭
和
三
〇
年
（
一
九
五
五
）
の
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
は
宇
治
山
田
市
（
明
治
三
九
年

〈
一
九
〇
六
〉
市
政
施
行
）
と
し
て
知
ら
れ
て
き
て
お
り
、
そ
の
中
核
が
山
田
と
宇

治
の
町
で
あ
る
が
、
両
地
域
の
面
積
や
人
口
は
山
田
が
勝
っ
て
い
る
。

　伊
勢
神
宮
に
お
け
る
神
仏
関
係
は
、
祭
儀
面
で
は
隔
離
さ
れ
る
こ
と
が
基
本
で
あ

る
が
、
祭
祀
組
織
を
構
成
す
る
神
官
層
に
お
い
て
は
、
思
想
を
は
じ
め
信
仰
レ
ベ
ル
、

日
常
の
生
活
場
面
に
お
い
て
は
深
く
関
係
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
朝
熊
山
に
お
け

る
神
主
の
納
経
、
ま
た
神
宮
で
は
遷
宮
と
称
す
る
定
期
的
な
社
殿
造
替
を
伴
う
祭
儀

が
行
な
わ
れ
る
が
、
中
断
し
て
い
た
遷
宮
の
復
興
に
慶
光
院
と
い
う
尼
僧
の
勧
進
活

動
が
行
な
わ
れ
る
な
ど
神
仏
関
係
は
単
純
に
理
解
で
き
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　ま
た
、
伊
勢
神
宮
の
禰
宜
・
権
官
層
で
独
自
に
宗
門
改
め
が
な
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
、
寛
永
二
十
年
（
一
六
四
三
）
三
月
の
こ
と
で
（
石
巻
良
夫
「
伊
勢
神

宮
の
宗
門
改
」『
芸
文
』
九
年
九
号
、
大
正
七
年
九
月
、
京
都
文
学
会
〈
京
都
帝
国

大
学
文
科
大
学
内
〉）、
そ
れ
以
降
は
神
官
の
葬
送
儀
礼
に
お
け
る
仏
者
の
関
わ
り
や

仏
教
的
要
素
が
除
か
れ
る
と
い
う
方
向
が
認
め
ら
れ
る
。

　明
治
元
年
に
は
じ
ま
る
神
仏
分
離
政
策
が
、
宗
教
都
市
「
宇
治
・
山
田
」
に
ど
の

よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
に
つ
い
て
は
、
廃
寺
や
神
葬
祭
化
の
問
題
が
あ
る
と
と
も

に
、
歴
史
上
初
め
て
と
さ
れ
る
明
治
天
皇
の
伊
勢
神
宮
参
拝
な
ど
の
関
わ
り
が
あ

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、『
宇
治
山
田
市
史

　下
巻
』『
明
治
維
新
神
仏
分
離
史
料
』

に
依
拠
し
な
が
ら
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
圭
室
文
雄
『
神
仏
分
離
』（
教
育
社
・

歴
史
新
書
、
一
九
七
七
年
）
に
お
い
て
も
取
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
近
年
は
『
三
重
県

史

　資
料
編

　近
代
4

　社
会
・
文
化
』（
平
成
三
年
）
で
三
重
県
庁
所
蔵
（
三
重

県
史
編
さ
ん
室
保
管
）
の
関
連
資
料
の
翻
刻
が
な
さ
れ
る
な
ど
、
さ
ら
に
実
態
に

迫
っ
た
研
究
が
必
要
と
な
っ
て
き
て
い
る
。

　伊
勢
で
は
、
僧
侶
の
還
俗
・
復
飾
は
「
復
正
」
と
称
さ
れ
て
い
た
。
市
中
の
各

町
、
近
隣
の
村
落
が
神
葬
祭
へ
の
改
式
を
積
極
的
に
願
い
出
る
の
は
明
治
元
年
九
月

頃
～
翌
年
二
月
で
、
こ
れ
に
伴
う
僧
侶
の
復
正
が
相
当
数
行
な
わ
れ
た
こ
と
は
諸
資

料
で
明
ら
か
で
あ
る
。
二
八
七
か
寺
あ
っ
た
寺
院
が
九
十
一
か
寺
と
な
り
、
最
大

数
の
浄
土
宗
は
一
〇
七
か
寺
が
三
十
一
か
寺
、
つ
づ
く
臨
済
宗
は
八
十
八
か
寺
か
ら

十
九
か
寺
、
真
言
宗
が
三
十
九
か
寺
か
ら
二
十
か
寺
、
曹
洞
宗
は
四
十
一
か
寺
よ
り

十
か
寺
へ
減
じ
て
い
る
（『
明
治
維
新
神
仏
分
離
史
料
』
第
三
巻
所
収
『
明
治
二
年

寺
院
調
子
帳
』）。
天
台
宗
・
浄
土
真
宗
の
場
合
は
寺
院
数
も
少
な
く
、
廃
寺
の
影
響

は
見
ら
れ
な
い
が
、
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
問
題
は
、
何
故
こ
れ
ほ
ど

ま
で
に
寺
院 

（
特
に
山
田
で
あ
る
が
）
が
多
く
存
在
し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
、

そ
し
て
そ
れ
ら
寺
院
の
機
能
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
課
題
で
あ

る
。　そ

の
た
め
に
は
、
伊
勢
と
い
う
宗
教
都
市
の
構
造
を
は
じ
め
、
内
部
の
社
会
関
係

を
は
じ
め
、
各
寺
院
の
様
相
変
化
な
ど
綿
密
な
検
証
が
必
要
で
あ
り
、
こ
こ
に
神
仏

分
離
か
ら
照
射
さ
れ
る
課
題
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
筆
者
の
当

面
の
作
業
は
、
従
前
知
ら
れ
て
い
る
資
（
史
）
料
だ
け
で
は
な
く
、
若
干
着
手
を
始

め
て
い
る
が
、
神
仏
分
離
時
代
の
資
料
発
掘
を
行
な
う
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
を
参
考

に
寺
院
の
変
動
を
明
確
化
し
、
そ
こ
よ
り
さ
ら
に
具
体
的
な
神
仏
分
離
の
実
態
に
つ

い
て
、
市
内
の
神
社
に
お
け
る
歴
史
的
な
関
係
と
も
関
連
付
け
な
が
ら
迫
る
こ
と
で

あ
る
と
考
え
る
。

5
．
神
仏
関
係
に
関
す
る
研
究

　維
新
期
の
神
仏
関
係
を
論
じ
た
研
究
の
う
ち
、
と
く
に
重
要
と
思
わ
れ
る
二
つ
の

論
考
に
即
し
て
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
付
す
こ
と
と
す
る
。
取
り
上
げ
た
論
考
は
以
下

の
も
の
で
あ
る
。
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堅
石
常
石〈
尓
〉夜
守
日
守〈
尓
〉護
幸〈
倍
〉賜〈
比
〉、
天
下
国
家
無
レ
事〈
久
〉護

助
給〈
倍
止
〉、
恐〈
美
〉恐〈
美
毛
〉申
賜〈
波
久
止
〉申
、

　
・『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
八
年（
八
六
六
）四
月
十
一
日
条（『
日
本
紀
略
』
同
）

　
遣
下
二
使
摂
津
国
住
吉
神
社
一
奉
中
神
財
下
、

　
・『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
九
年（
八
六
七
）四
月
二
日
条

遣
二
下
神
祇
大
祐
正
六
位
上
大
中
臣
朝
臣
常
道
一
向
二
近
江
国
伊
福
伎
神
社
一
奉
中
弓

箭
・
鈴
・
鏡
上
、

　
・『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
年（
八
六
八
）九
月
七
日
条（『
日
本
紀
略
』
同
）

遣
下
二
従
五
位
下
守
右
少
弁
藤
原
朝
臣
千
乗
・
左
大
史
正
六
位
上
刑
部
造
真
鯨
等

於
伊
勢
大
神
宮
一
奉
中
大
神
財
宝
上
、
是
隔
二
二
十
年
一
所
レ
造
也
、
大
二
祓
於
建
礼

門
前
一
而
発
レ
使
、

・『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
二
年（
八
七
〇
）九
月
八
日
条（『
日
本
紀
略
』
同
）

遣
下
二
正
五
位
下
守
左
中
弁
源
朝
臣
直
・
右
大
史
正
六
位
上
広
階
宿
祢
八
釣
於
伊

勢
大
神
宮
一
奉
中
神
宝
上
、

・『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
五
年（
八
七
三
）五
月
五
日
条

神
祇
官
・
陰
陽
寮
言
、
雨
雹
之
恠
、
賀
茂
・
松
尾
等
神
成
レ
祟
、
於
レ
是
遣
下
二
使

社
頭
一
奉
中
幣
并
走
馬
上
、
以
謝
二
神
怒
一
、
其
走
馬
、
賀
茂
御
祖
・
別
雷
両
社
各
十

疋
、
松
尾
五
疋
、
並
装
二
飾
人
馬
一
、
足
レ
悦
二
神
明
一
、
告
文
曰
云
々
、
従
五
位
下

行
伊
勢
介
良
岑
朝
臣
晨
茂〈
乎
〉差
レ
使〈
天
〉奉
出〈
須
〉、

○
陽
成
天
皇
‥
元
慶
元
年（
八
七
七
）正
月
三
日
即
位

・『
日
本
三
代
実
録
』元
慶
元
年（
八
七
七
）二
月
二
十
一
日
条（『
日
本
紀
略
』同
）

遣
下
二
従
五
位
下
行
主
殿
権
助
在
原
朝
臣
友
于
一
向
二
豊
前
国
八
幡
大
菩
薩
宮
・
香

椎
廟
一
奉
中
幣
・
剱
等
物
上
、
告
以
二
天
皇
即
位
一
、

・『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
二
年（
八
七
八
）三
月
七
日
条（『
日
本
紀
略
』
同
）

遣
三
レ
使
奉
二
伊
勢
太
神
宮
幣
并
神
宝
・
弓
・
桙
・
剱
等
物
一
、

・『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
二
年（
八
七
八
）三
月
九
日
条

分
二
遣
使
者
一
、
奉
二
幣
・
馬
於
賀
茂
御
祖
・
別
雷
・
松
尾
・
石
清
水
・
稲
荷
・
住
吉
・

平
野
・
大
原
野
・
梅
宮
一
、
及
班
二
幣
五
畿
七
道
諸
名
神
一
、
賽
二
旧
祈
一
也
、

・『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
二
年（
八
七
八
）七
月
二
十
六
日
条（『
日
本
紀
略
』
同
）

大
和
国
広
瀬
・
龍
田
両
社
造
二
立
倉
各
一
宇
一
、
為
レ
納
二
神
宝
一
也
、

・『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
二
年（
八
七
八
）十
二
月
二
十
四
日
条（『
日
本
紀
略
』

同
）

遣
二
下
兵
部
少
輔
従
五
位
下
兼
行
伊
勢
権
介
平
朝
臣
季
長
一
向
二
大
宰
府
一
奉
中
幣
橿

日
・
八
幡
及
姫
神
・
住
吉
・
宗
形
等
大
神
上
、
其
橿
日
・
八
幡
・
姫
神
別
奉
二
綾

羅
御
衣
各
一
襲
・
金
銀
装
宝
釼
各
一
一
、

・『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
三
年（
八
七
九
）六
月
十
四
日
条（『
日
本
紀
略
』
同
）

遣
下
二
使
於
大
和
国
広
瀬
・
龍
田
・
摂
津
国
住
吉
・
大
依
羅
等
四
神
社
一
奉
中
神
財
上
、

・『
類
聚
三
代
格
』
元
慶
三
年（
八
七
九
）七
月
二
十
二
日
官
符

応
レ
勘
二
造
住
吉
社
神
財
帳
三
通
一
事
、
右
検
二
案
内
一
、
彼
社
神
財
触
レ
類
有
レ
数
、

而
前
来
神
主
等
不
レ
勤
二
守
掌
一
、
雖
レ
有
二
遷
替
一
終
無
二
勘
発
一
、
前
神
主
津
守
公

守
在
レ
任
之
時
、
多
失
二
神
財
一
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中
略
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レ
有
二
遷
替
一
必
造
二
三
通
一
、一
通
進
レ

官
、
一
通
付
レ
国
、
一
通
留
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社
、
立
為
二
恒
例
一
不
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得
二
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漏
一
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類
聚
三
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格
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元
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五
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八
八
一
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六
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官
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下
准
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筑
前
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社
一
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従
一
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八
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宗
像
大
神
社
神
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上
事
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中
略
）依
二
太

政
官
去
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三
月
二
十
七
日
符
旨
一
預
二
官
社
一
訖
、
自
二
従
清
御
原
天
皇
御
世
一
至
二

于
当
今
一
、
氏
人
等
所
レ
奉
神
宝
并
園
地
色
数
稍
多
、
高
階
真
人
累
代
鱗
次
執
二
当

社
事
一
、
而
今
経
レ
世
久
遠
人
意
懈
緩
、
或
不
レ
勤
二
守
掌
一
紛
二
失
神
宝
一
、
或
彼

此
相
譲
闕
二
怠
祭
事
一
、
如
レ
是
之
故
屢
致
二
重
祟
一
、

○
光
孝
天
皇
‥
元
慶
八
年（
八
八
四
）二
月
二
十
三
日
即
位

・『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
八
年（
八
八
四
）四
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二
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五
日
条（『
日
本
紀
略
』
同
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遣
二
下
従
四
位
下
行
山
城
守
和
気
朝
臣 

 

範
一
向
二
大
宰
府
・
宇
佐
八
幡
大
菩
薩
宮
一

奉
中
幣
帛
・
綾
錦
等
物
上
、
告
以
二
天
皇
践
祚
一
也
、
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　①
西
垣
晴
次
氏

「
国
家
神
道
と
地
域
社
会
」（『
講
座
・
日
本
の
民
俗
宗
教
1
神
道
民
俗
学
』
昭

和
五
四
年
九
月
）

　②
阪
本
是
丸
氏

a「
神
仏
分
離
研
究
の
課
題
と
展
望
」（『
神
社
本
庁
教
学
研
究
所
紀
要
』
10
号
・

平
成
一
七
年
三
月
）

b「
神
仏
分
離
・
廃
仏
毀
釈
の
背
景
に
つ
い
て
」（『
明
治
聖
徳
記
念
学
会
紀
要
』

復
刊
41
号
・
平
成
一
七
年
六
月
）

　最
初
に
、
西
垣
氏
論
考
の
な
か
よ
り
六
項
目
に
お
い
て
要
点
を
摘
記
し
て
行
く

と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

1
．
明
治
以
降
の
神
社
政
策
に
つ
い
て
の
研
究
特
色
（
三
六
〇
―
三
六
一
頁
）

　こ
こ
で
は
、「
神
社
政
策
」
と
い
う
点
で
の
研
究
を
戦
前
と
戦
後
に
分
け
て
概
括

し
て
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　①

戦
前

　→

　史
実
の
発
掘
、
史
料
が
「
中
央
の
も
の
」

　
　②

戦
後

　→

　（1）「
国
家
神
道
に
つ
い
て
の
概
観
」

　
　
　
　
　
　
　
　（2）

国
家
＝
公
の
論
理
の
上
＝
中
央
よ
り
下
・
地
方
へ
の
視
点
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　逆

転
方
向
及
び
両
者
の
統
一
把
握

　こ
れ
に
関
し
て
、
藤
谷
俊
雄
が
指
摘
し
た
「
民
衆
の
中
に
あ
る
国
家
神
道
を
成
立

さ
せ
る
条
件
」
へ
の
照
射
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
②

（2）
と
い
う
双

方
向
か
ら
の
理
解
へ
と
進
ん
で
き
て
い
る
こ
と
は
重
要
な
こ
と
で
あ
る
が
、
一
方
で

「
下
・
地
方
」
の
多
様
性
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
行
く
か
は
質
量
的
に
膨
大
な
作

業
と
な
る
こ
と
が
予
期
さ
れ
、
共
同
研
究
な
ど
の
必
要
が
あ
ろ
う
。

2
．
問
題
提
起
（
三
六
一
頁
）

　西
垣
論
文
で
は
、「
民
衆
の
内
に
あ
る
国
家
神
道
を
許
容
し
成
立
さ
せ
る
条
件
」

を
明
ら
か
に
す
る
上
で
、
次
の
よ
う
な
問
い
か
け
を
し
て
い
る
。

①
民
衆
や
村
落
に
と
っ
て
国
家
神
道
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
？

②
従
来
か
ら
の
民
俗
信
仰
は
ど
の
よ
う
に
国
家
神
道
と
関
係
す
る
の
か
、
あ
る

い
は
無
関
係
な
の
か
？

③
国
家
神
道
は
民
衆
あ
る
い
は
村
落
の
伝
統
的
な
宗
教
の
ど
の
よ
う
な
面
を
基

盤
に
し
て
い
た
の
か
？

　こ
の
問
い
か
け
は
、「
国
家
神
道
」
の
内
実
を
国
家
制
度
の
問
題
と
し
て
議
論
が

展
開
さ
れ
る
方
向
と
は
違
っ
た
見
方
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
研
究
者

自
身
が
「
国
家
神
道
」
の
概
念
を
仮
定
し
つ
つ
「
民
俗
信
仰
」
や
「
村
落
の
伝
統
宗

教
」
と
の
関
係
に
お
い
て
研
究
を
進
め
る
こ
と
と
な
り
、
維
新
政
府
が
そ
の
当
初
よ

り
「
国
家
神
道
」
を
明
確
に
意
識
し
て
そ
の
体
系
化
を
行
っ
て
い
た
の
か
、
あ
る
い

は
そ
れ
が
時
期
的
に
下
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
捉
え
る
の
か
に
よ
り
、
変
動
期
の
宗
教

現
象
を
把
握
す
る
上
で
異
な
り
を
見
せ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
点
は
、
当
時
の
資

史
料
に
基
づ
き
な
が
ら
事
実
関
係
を
多
方
面
に
検
討
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
と
な
ろ

う
。　3

．
神
仏
分
離
に
つ
い
て
（
三
六
二
頁
）

　神
仏
分
離
に
関
し
て
は
、
ま
ず
こ
の
施
策
に
よ
り
、
①
江
戸
時
代
に
お
け
る
仏
教

の
国
教
的
地
位
の
衰
退
を
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
り
、
②
こ
の
場
合
の
「
国
教
的
地

位
」
と
は
、
葬
儀
・
宗
門
改
・
僧
侶
寺
院
の
経
済
上
の
特
権
を
さ
し
、
そ
れ
が
否
定

さ
れ
る
と
い
う
社
会
経
済
的
な
観
点
か
ら
の
検
討
に
注
目
し
て
い
る
。
ま
た
、
③
分

離
政
策
は
、
神
社
祭
儀
ま
で
介
入
・
変
化
さ
せ
る
こ
と
ま
で
は
意
図
を
し
な
か
っ
た

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　こ
の
③
の
指
摘
は
地
域
神
社
に
つ
い
て
見
て
い
く
場
合
に
重
要
な
と
こ
ろ
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
が
、「
介
入
・
変
化
」
は
さ
せ
な
く
て
も
、
神
仏
を
分
離
す
る
と
い

う
こ
と
は
、
逆
に
言
え
ば
、「
神
」
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
も
あ
り
、
そ
こ
で
は
仏

と
の
直
接
的
な
か
か
わ
り
は
な
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
新
た
な
「
神
」
と
し
て
の
神

社
祭
儀
（
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
で
）
を
生
み
出
す
こ
と
は
な
か
っ
た
の
か
な
ど
は
検
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に
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」

を
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で
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次
の
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う
な
問
い
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け
を
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①
民
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や
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に
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て
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道
は
ど
の
よ
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な
も
の
で
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か
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の
民
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信
仰
は
ど
の
よ
う
に
国
家
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道
と
関
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す
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の
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る

い
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無
関
係
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の
か
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③
国
家
神
道
は
民
衆
あ
る
い
は
村
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の
伝
統
的
な
宗
教
の
ど
の
よ
う
な
面
を
基

盤
に
し
て
い
た
の
か
？

　こ
の
問
い
か
け
は
、「
国
家
神
道
」
の
内
実
を
国
家
制
度
の
問
題
と
し
て
議
論
が

展
開
さ
れ
る
方
向
と
は
違
っ
た
見
方
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
研
究
者

自
身
が
「
国
家
神
道
」
の
概
念
を
仮
定
し
つ
つ
「
民
俗
信
仰
」
や
「
村
落
の
伝
統
宗

教
」
と
の
関
係
に
お
い
て
研
究
を
進
め
る
こ
と
と
な
り
、
維
新
政
府
が
そ
の
当
初
よ

り
「
国
家
神
道
」
を
明
確
に
意
識
し
て
そ
の
体
系
化
を
行
っ
て
い
た
の
か
、
あ
る
い

は
そ
れ
が
時
期
的
に
下
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
捉
え
る
の
か
に
よ
り
、
変
動
期
の
宗
教

現
象
を
把
握
す
る
上
で
異
な
り
を
見
せ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
点
は
、
当
時
の
資

史
料
に
基
づ
き
な
が
ら
事
実
関
係
を
多
方
面
に
検
討
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
と
な
ろ

う
。　3

．
神
仏
分
離
に
つ
い
て
（
三
六
二
頁
）

　神
仏
分
離
に
関
し
て
は
、
ま
ず
こ
の
施
策
に
よ
り
、
①
江
戸
時
代
に
お
け
る
仏
教

の
国
教
的
地
位
の
衰
退
を
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
り
、
②
こ
の
場
合
の
「
国
教
的
地

位
」
と
は
、
葬
儀
・
宗
門
改
・
僧
侶
寺
院
の
経
済
上
の
特
権
を
さ
し
、
そ
れ
が
否
定

さ
れ
る
と
い
う
社
会
経
済
的
な
観
点
か
ら
の
検
討
に
注
目
し
て
い
る
。
ま
た
、
③
分

離
政
策
は
、
神
社
祭
儀
ま
で
介
入
・
変
化
さ
せ
る
こ
と
ま
で
は
意
図
を
し
な
か
っ
た

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　こ
の
③
の
指
摘
は
地
域
神
社
に
つ
い
て
見
て
い
く
場
合
に
重
要
な
と
こ
ろ
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
が
、「
介
入
・
変
化
」
は
さ
せ
な
く
て
も
、
神
仏
を
分
離
す
る
と
い

う
こ
と
は
、
逆
に
言
え
ば
、「
神
」
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
も
あ
り
、
そ
こ
で
は
仏

と
の
直
接
的
な
か
か
わ
り
は
な
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
新
た
な
「
神
」
と
し
て
の
神

社
祭
儀
（
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
で
）
を
生
み
出
す
こ
と
は
な
か
っ
た
の
か
な
ど
は
検
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討
の
余
地
が
あ
ろ
う
。

　4
．
国
家
神
道
形
成
と
地
域
神
社
に
つ
い
て
（
三
六
四
頁
）

　西
垣
論
文
で
は
「
国
家
神
道
形
成
期
（
明
治
初
）
は
、
国
家
神
道
が
上
か
ら
強
制

さ
れ
た
と
い
う
事
実
を
語
る
も
の
で
、
民
衆
の
生
活
に
密
着
し
た
村
落
の
神
社
に
つ

い
て
根
本
的
な
改
変
を
迫
る
も
の
で
は
な
い
」
と
の
重
要
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い

る
。
こ
こ
で
い
わ
れ
る
「
根
本
的
な
改
変
」
と
は
ど
の
よ
う
な
事
柄
で
あ
る
の
か
を
、

神
社
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
村
落
の
社
会
生
活
と
地
域
神
社
、
寺
院
な
ど
と
の
関
係

に
お
い
て
は
、
今
後
多
く
の
事
例
研
究
の
積
み
重
ね
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　5
．
分
析
史
料
に
つ
い
て

　研
究
材
料
と
し
て
西
垣
論
文
で
は
『
田
中
千
弥
日
記
』（
武
蔵
国
秩
父
郡
下
吉
田

村
）
と
い
う
在
地
の
有
識
者
の
日
記
を
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
点
で
、
こ
う

し
た
史
料
の
活
用
は
今
後
に
お
い
て
も
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
し
、
他
地
域

に
お
け
る
こ
う
し
た
情
報
の
集
約
も
研
究
上
必
要
な
こ
と
と
い
え
よ
う
。

　6
．「
生
活
に
密
着
し
た
神
社
」
の
意
味
内
容 （
三
五
九
頁
）

　西
垣
氏
は
結
論
的
に
、
当
初
は
「
地
域
住
民
の
生
活
に
密
着
し
た
郷
社
、
村
社
な

ど
は
国
家
神
道
の
体
系
の
う
ち
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
」
も
の
で
、
そ
れ

が
「
大
正
初
年
に
至
っ
て
郷
社
、
村
社
ま
で
国
家
神
道
の
体
系
に
組
み
込
ま
れ
た
」

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
指
摘
は
重
要
な
点
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
の

「
密
着
」
を
知
る
要
素
を
ど
の
よ
う
な
内
容
レ
ベ
ル
あ
る
い
は
枠
組
み
の
も
の
と
し

て
提
示
で
き
る
か
、
ま
た
そ
の
枠
組
み
を
他
事
例
に
及
ぼ
し
て
、
総
括
で
き
る
か
は

今
後
の
課
題
と
な
ろ
う
。

　次
に
、
阪
本
論
文
に
つ
い
て
若
干
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
二
つ
の
論
文
で
は
、
こ
れ

ま
で
の
神
仏
分
離
研
究
を
総
括
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
政
策
を
「
法
難
」
と
し
て
捉

え
る
こ
と
に
多
く
の
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
こ
こ
で
は
阪
本
論
文
a
よ
り
、
そ

の
問
い
か
け
や
視
点
と
し
て
注
目
さ
れ
る
内
容
に
つ
い
て
数
箇
所
摘
記
し
て
お
き
た

い
。

①
何
故
に
明
治
維
新
に
際
し
て
、「
神
仏
判
然
」
が
全
国
的
規
模
で
、
し
か
も

形
態
的
・
内
実
的
に
も
区
々
な
次
元
に
お
い
て
そ
れ
ら
は
遂
行
さ
れ
た
の
か

（
五
頁
）。

②
明
治
維
新
の
神
仏
分
離
に
し
て
も
、
あ
る
い
は
平
安
時
代
の
「
神
仏
隔
離
」

に
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
単
な
る
「
思
想
」
で
は
な
く
、現
に
実
施
さ
れ
た
「
政

策
」
で
あ
る
以
上
、
そ
の
「
政
策
」
を
実
施
し
た
主
体
及
び
そ
の
思
想
的
政

治
的
基
盤
・
背
景
は
何
か
、
を
追
求
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
（
七
頁
）、

ま
た
社
会
経
済
史
的
背
景
・
基
盤
、「
実
施
」
す
る
人
的
基
盤
へ
の
着
目
が

必
要
で
あ
る
（
八
頁
）。

③
「
近
世
的
宗
教
世
界
」
そ
の
も
の
の
中
に
、全
国
的
な
「
神
仏
分
離
」
や
「
廃

仏
毀
釈
」
を
可
能
に
す
る
萌
芽
が
存
在
し
た
（
八
頁
）。

④
神
仏
分
離
・
廃
仏
毀
釈
に
は
多
様
な
形
態
が
あ
る
こ
と
、・
・
そ
れ
は
と
り

も
な
お
さ
ず
神
仏
分
離
・
廃
仏
毀
釈
の
前
提
た
る
「
神
仏
習
合
」
に
も
多
様

な
形
態
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
（
九
頁
）。

⑤
日
本
の
神
々
（
神
祇
）
が
存
在
せ
ず
と
も
仏
教
は
世
界
的
な
普
遍
宗
教
と
し

て
存
在
し
え
る
が
、「
神
仏
習
合
」
は
神
祇
を
抜
き
に
し
て
は
出
現
も
、
存

在
も
し
え
な
か
っ
た
の
で
は
、
と
い
う
当
た
り
前
の
疑
問
の
重
要
性
を
再
検

討
す
る
（
一
〇
頁
）。

⑥
普
遍
信
仰
（
仏
教
）
と
基
層
信
仰
（
神
祇
信
仰
）
が
開
か
れ
た
形
態
で
習
合

し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
明
治
維
新
政
府
は
神
仏
分
離
を
遂
行
し
え
た
（
一
一

頁
）。

⑦
近
世
に
お
け
る
日
本
人
―
殊
に
別
当
・
社
僧
・
修
験
者
ら
の
宗
教
者
―
の
宗

教
的
心
意
と
様
々
な
利
害
関
係
に
お
け
る
行
動
形
態
に
、
も
っ
と
留
意
す
べ

き
で
あ
る
（
一
五
頁
）。
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　こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
諸
点
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
具
体
例
を
掲
げ
な
が
ら
説

明
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
阪
本
論
文
の
投
げ
か
け
て
く
る
も
の
と
し
て
、
次
の
よ
う

な
事
柄
が
あ
ろ
う
。

①
ま
ず
、
神
仏
分
離
が
、
近
世
か
ら
近
代
へ
の
劇
的
転
換
と
い
う
「
表
層
面
」

で
の
論
議
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
現
象
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
認
識
。

②
近
世
ま
で
の
神
仏
習
合
関
係
の
多
様
な
あ
り
方
を
さ
ら
に
歴
史
的
に
検
証
す

る
重
要
性
と
と
も
に
、
一
方
で
は
「
神
仏
習
合
」
の
統
一
的
理
解
の
可
能
性

は
な
い
の
か
ど
う
か
の
議
論
の
必
要
性
。

③
神
仏
分
離
の
多
様
な
あ
り
方
の
検
証
を
ど
の
よ
う
に
進
め
る
か
の
課
題
。

④
基
層
信
仰
（
神
祇
信
仰
）
と
近
代
の
「
神
道
」
の
持
続
と
変
容
の
問
題
へ
の

ア
プ
ロ
ー
チ
。

　特
に
④
に
つ
い
て
は
、
基
層
信
仰
と
し
て
の
神
祇
信
仰
が
歴
史
の
な
か
で
諸
宗
教

と
の
関
係
に
お
い
て
変
化
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
の
か
ど
う
か
。
そ
れ
は
信
仰

の
構
造
性
の
問
題
で
あ
る
と
と
も
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
信
仰
形
態
を
持
つ
あ
る
い
は
受

け
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
機
能
を
果
た
す
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
の
か
ど
う
か
。
こ
れ
ら

を
神
仏
分
離
と
い
う
画
期
を
へ
た
近
代
の
「
神
道
」
と
い
う
場
面
の
な
か
で
、
今
日

に
お
け
る
地
域
神
社
の
存
在
状
況
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
ど
こ
ま
で
迫
れ
る
か
、
多
く

の
課
題
を
か
か
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　地
域
社
会
に
お
け
る
神
仏
関
係
に
つ
い
て
は
、
個
別
民
俗
事
象
だ
け
で
は
な
く
、

各
時
代
に
お
け
る
全
体
社
会
の
影
響
も
考
慮
す
べ
き
課
題
で
あ
る
。
近
代
に
お
け
る

神
仏
分
離
の
問
題
と
連
動
す
る
実
態
に
迫
る
た
め
に
は
、
分
離
施
策
が
と
ら
れ
る
前

の
様
相
の
解
明
、
施
策
展
開
の
過
程
、
そ
の
後
の
状
況
な
ど
に
つ
い
て
み
て
行
く
必

要
が
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
こ
れ
迄
明
ら
か
に
さ
れ
た
記
録
、
資
料
だ
け
で
は

な
く
、
新
た
な
材
料
の
発
掘
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
強
く
感
じ
る
次
第
で
あ
る
。

（
皇
學
館
大
学
社
会
福
祉
学
部
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（
二
〇
〇
八
年
六
月
一
七
日
受
理
、
二
〇
〇
八
年
七
月
二
九
日
審
査
終
了
）


